
仕 様 書

業 務 名 称 移住アンバサダーSNS 投稿業務委託（単価契約）

契 約 契約は１投稿業務あたりの単価契約

納 入 期 限 令和８年３月 31 日

納 入 場 所 能美市役所

投 稿 回 数 74 回（通常投稿 48回、企画投稿 16 回、ショート動画投稿 10 回）

※回数は目安であり、投稿回数は変動する可能性がある

契約締結日から令和８年３月まで

仕 上 が り 規 格 フィード投稿、リール投稿、ストーリーズ投稿

※投稿の内容により上記のうちいずれか

業 務 の 内 容 SNS 投稿業務

SNS は Instagram を使用

移住アンバサダーから写真や動画、説明情報を提供

※投稿に対するコメントへの返信は行わない

※投稿は平日に行うことを想定

・通常投稿

体裁を整える編集作業（写真）、リライト（文章誤字脱字修正程度）、

連絡調整、投稿代行、ページデザイン提案（見出し等）、投稿選定、打ち

合わせ込み 一式

・企画投稿（アンバサダー全体で統一のテーマで投稿する）

ディレクション、連絡調整、体裁を整える編集作業（写真・動画）、リ

ライト（文章誤字脱字修正程度）、入稿文章作成のための取材、原稿作成、

校正及び投稿代行、ページデザイン提案（見出し等）、投稿選定、打ち合

わせ込み 一式

・ショート動画投稿

体裁を整える編集作業（動画）、リライト（文章誤字脱字修正程度）、

連絡調整、投稿代行、ページデザイン提案（見出し等）、投稿選定、打ち

合わせ込み 一式



入 札

そ の 他

入札は、投稿回数見込み 74 回のうち、通常投稿 48回、企画投稿 16 回、シ

ョート動画投稿 10回の合計金額とし、契約は単価契約とする。

納入成果品の取り扱い

（1）業務委託により得られる納入成果品の著作権及び肖像権は、当市に

帰属する。

（2）本業務の成果品に含まれる著作権及び肖像権などは、一切の処理を済ま

せた上で納品すること。納品後に著作権等に関する紛争等が生じた場合

は、受託者の責任において対応するものとし、市はその責任を負わない

留 意 事 項 （1）権利義務の譲渡

受託者は、本業務に関する権利義務については、無断で第三者に渡し

てはならない。

（2）業務の履行

① 受託者は、つねに委託者と連絡を取り、定期的に進捗情報を報告するも

のとする。

② 業務の実施に際し留意する事項がある場合、別に委託者が指示するもの

とする。

③ 受託者は、作業上必要な資料等の提出を委託者に求めることができる。

④ 受託者は、業務に関する協議をした場合には、速やかに協議記録を委託

者に提出すること。

⑤ 受託者は、完成までに委託者による複数回の内容確認及び修正指示の機

会を設けること。

（3）第三者との交渉等

受託者は、本業務の実施に際し必要となる関係諸機関及び第三者との交

渉あるいは調整を行うとともに、委託者に対しては事前・事後報告を速や

かに行うこととする。

（4）守秘義務

本業務により知り得た情報を許可なく第三者に漏らしてはならない。ま

た、他の目的に使用しないこと。


